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第１章 総則 

第１節 適用範囲 

この基準は、名古屋市住宅都市局が施行する営繕工事に係る地盤調査委託に適用する。 

   また、標準単価は、名古屋市住宅都市局「地盤調査委託仕様書」に基づくものである。 

第２節 用語の定義 

積算基準： 適用範囲、業務費構成、構成費目の内容、積算方法等、積算に係わる基準を

定めたもの。 

標準歩掛： 単位作業量、業務に必要な技術者等の職種、人員数、材料の種類・使用量、

機械の機種・規格・運転時間、各種条件に対する補正方法等を定めたもの。 

適用範囲： 標準歩掛が適用できる範囲を示したもの。 

第３節 設計等における数値の扱い 

３－１ 設計価格等の扱い 

設計に使用する価格は、原則として、実勢の価格を反映するものとし、消費税抜きで積

算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている価格については、次式により求め

た価格とする。 

（設計に使用する価格）＝（内税価格）÷（１＋消費税率） 

なお、算出された価格に端数が生じる場合は、１円単位（１円未満切捨て）とする。

３－２ 端数処理等の方法 

（１）数量 

数量に補正を行う場合、補正係数を乗じた設計数量は、小数第３位（小数第４位四

捨五入）まで算出する。 

（２）単価 

補正等により単価に端数が生じる場合は、１円単位（１円未満切捨て）とする。 

（３）補正係数 

補正係数は、小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。 

（４）金額 

各構成要素の金額（設計数量×単価）は１円単位（１円未満切捨て）とする。 
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（５）雑品 

雑品は、個々の歩掛に示された割合を計上することとし、１円単位（１円未満切捨

て）とする。 

（６）経費を算出する際の係数 

経費を算出する際の係数（α／(１－α)など）の端数は、個別に明記されている場

合を除き、パーセント表示の小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。 

（７）業務価格 

業務価格は、1,000円単位とする。1,000円単位での調整は諸経費又は一般管理費等

で行う。なお、複数の諸経費又は一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経

費又は一般管理費等で端数調整（切捨て）するものとする。 

第４節 積算基準 

４－１ 旅費交通費 

（１）旅費交通費の率を用いた積算 

旅費交通費の積算は、原則として各業務の直接人件費（地盤調査業務においては直

接調査費）に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費として積算すること。 

往復旅行時間にかかる直接人件費は積算上含まれているため、別途計上しない。 

区分 旅費交通費 旅費交通費の上限（千円） 

地盤調査業務 直接調査費の2.14% 1,026 

解析等調査業務 直接人件費の0.63% 244 

 （注）１．地盤調査業務における旅費交通費の率は、打合せ、関係機関協議、現地作業に

かかる費用を含んでいる。 

    ２．解析等調査業務における旅費交通費の率は、打合せ、関係機関協議、現地作業

にかかる費用を含んでいる。 

４－２ 打合せ 

打合せが、標準歩掛に明記してある歩掛については、歩掛（○人／回）に、往復旅行時

間にかかる直接人件費が含まれていることを標準とし、往復旅行に係わる旅費交通費のみ

を計上する。 
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４－３ 諸経費率等の扱い 

（１）諸経費率等の適用については、地盤調査業務及び解析等調査業務のそれぞれの積算

基準等に示すとおりである。例えば、地盤調査業務と解析等調査業務を合併して積算

し、発注する場合は各々の諸経費率等で算出し、合計して業務価格とする。 

（２）標準歩掛が適用できない業務を積算する場合は、当該業務に従事する技術者に適用

される諸経費率等を用いるものとする。（他の業務の積算基準に示されている諸経費

率等は適用できない。）例えば、地盤調査技術者を用いて積算した場合は、必ず地盤

調査業務の積算基準に示されている諸経費率等を用いることとする。 

４－４ 設計変更の積算方法 

設計変更における業務費（業務委託料）の変更は、官積算書を基にして次式により算出

する。 

（注）１．変更官積算業務価格は、官単位、官経費をもとに当初設計と同一方法により積

算する。 

２．直前の請負額、直前の官積算額は、消費税相当額を含んだ額とする。 

３．設計変更における単価については以下の場合においては新単価（変更指示時点 

単価）により積算するものとする。 

・当初業務履行予定地から独立した区間の設計変更があった場合 

・当初業務では想定されなかった新規工種が追加された場合 

（変更業務委託料） (落札率を乗じた額)

(１＋消費税率)

直 前 の 請 負 額

直前の官積算額
×

変 更 業 務 費 ＝ 業 務 価 格 ×

業 務 価 格
(落札率を乗じた額)

＝ 変更官積算業務価格
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第２章 地盤調査積算基準 

第１節 地盤調査積算基準 

１－１ 地盤調査業務費 

１－１－１ 地盤調査業務費の構成 

１－１－２ 地盤調査業務費構成費目の内容 

（１）一般調査業務費 

一般調査業務費は、高度な技術的判定を含まない単純な地盤調査である。 

ア 純調査費 

(ｱ) 直接調査費 

直接調査費は、当該業務に必要な経費のうち次の a から d に掲げるものとす

る。（土質試験等にかかる費用を含む） 

a 材料費 

材料費は、調査を実施するのに要する材料の費用である。 
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b 直接人件費 

業務に従事する者の人件費である。なお、名称およびその基準日額等は別途定め

る。 

c 機械経費 

調査に必要な機器の損料又は使用料とし、各調査の種別ごとに積算し計上する。 

d 直接経費 

(a) 電子成果品作成費 

電子成果品作成に要する費用を計上する。 

(b) 特許使用料 

特許使用料は、契約にもとづき支出する特許使用料及び派出する技術者等に

要する費用の合計額とする。 

(c) 水道光熱電力料 

水道光熱電力料は、当該調査に必要となる電力、電灯使用料及び用水使用料

とする。 

(d) 地盤情報データベースに登録するための検定費 

地盤情報データベース登録のための、地盤情報の「別途定める検定に関する

技術を有する第三者機関」における検定費とする。なお、直接調査費を用いる

費用算出の「対象額」からは除く。 

(ｲ) 間接調査費 

間接調査費は、業務処理に必要な経費のうち、次の a から i に掲げるものとす

る。 

a 運搬費 

機械器具の運搬は、機械器具および資機材運搬、乱さない試料やコアの運搬、現

場内小運搬及び作業員の輸送に要する費用を計上する。 

b 準備費 

準備及び跡片付け作業（資機材の準備・保管、ボーリング地点の位置出し、資材

置き場と作業場所に係る伐開除根及び整地、後片付け、各種許可・申請手続き等）

等に要する費用を計上する。 
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c 仮設費 

ボーリングの櫓、足場設備、揚水設備場および足場の設置撤去、機械の分解解体

等の設備に要する費用とし必要な額を計上する。 

d 安全費 

安全費は、業務における安全対策に要する費用である。 

e 借地料 

特に借上げを必要とする場合等に要する費用を計上する。ただし営繕費対象の敷

地については借地料を計上しない。 

f 旅費交通費 

当該調査にかかる旅費・交通費を計上する。 

g 施工管理費 

出来高及び工程管理写真等に要する費用を計上する。 

h 営繕費 

大規模なボーリング等で必要な場合に限り営繕に要する費用を計上する。 

i その他 

伐木補償、土地の復旧など必要な費用を計上する。 

(ｳ) 業務管理費 

業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、土

質試験等の専門調査業に外注する場合に必要となる経費、業務実績の登録等に要す

る費用を含む。 

なお業務管理費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。 

イ 一般管理費等 

当該調査を実施する企業の経費で、一般管理費及び付加利益である。 

(ｱ) 一般管理費 

一般管理費は、当該調査を実施する企業の当該調査担当部署以外の経費であっ

て、役員報酬、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、

通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却

費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 
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(ｲ) 付加利益 

付加利益は、当該調査を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であっ

て、法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払利息及び割引

料、支払保証料、その他の営業外費用等を含む。 

（２）解析等調査業務費 

解析等調査業務費は、一般調査業務による調査資料等にもとづき、解析、判定、工

法選定等高度な技術力を要する業務を実施する費用である。 

（３）消費税相当額 

消費税相当額は、消費税相当分とする。 

１－２ 地盤調査業務費の積算方法 

地盤調査業務費は、次の積算方式によって積算する。 

（１）地盤調査業務費 

地盤調査業務費＝｛（一般調査業務費）＋（解析等調査業務費）｝＋（消費税相当額） 

ア 一般調査業務費 

一般調査業務費＝｛（直接調査費）＋（間接調査費）｝＋（諸経費） 

イ 諸経費 

一般調査業務費に係る諸経費は、別表第１により対象額ごとに求めた諸経費率を、

当該対象額に乗じて得た額とする。 

諸経費＝｛対象額｝×（諸経費率） 

＝｛（直接調査費※）＋（間接調査費）｝×（諸経費率） 

     ※地盤情報データベースに登録するための検定費を除く。 

ウ 解析等調査業務費 

解析等調査業務費については「第２節 解析等調査業務積算基準」による。 
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別表第１ 

（１） 諸経費率標準値 

対 象 額 100万円以下 100万円を超え3000万円以下 3000万円を超えるもの 

適用区分等 下記の率とする 

(2)の算定式により求められた

率とする。ただし、変数値は

下記による。  
下記の率とする 

Ａ ｂ 

率又は変数値 59.9％ 285.3 -0.113 40.8％ 

（２） 算定式 

Ｚ＝Ａ×Ｙｂ

ただし、Ｚ：諸経費率（単位：％） 

Ｙ：対象額（単位：円）（直接調査費※＋間接調査費） 

       ※地盤情報データベースに登録するための検定費を除く。 

Ａ、ｂ：変数値 

(注) 諸経費率の値は、小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下１位止めとする。 

１－３ 安全費の積算 

安全費とは、当該地盤調査業務を遂行するために安全対策上必要となる経費であり、現場

状況に応じて積上げ計算により算出する。なお、安全対策上必要となる経費とは、主に現場

の一般交通に対する交通処理、掲示板、保安柵および保安灯等や環境保全のための仮囲いに

要する費用のことをいう。 
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第２節 解析等調査業務積算基準 

２－１ 解析等調査業務費 

２－１－１ 解析等調査業務費の構成 

直接原価

直接人件費

直接経費業務原価

解析等調査業務費

旅費交通費

電子成果品作成費

電子計算機使用料及び

　　　　機械器具損料

特許使用料

その他

その他原価

一般管理費

間接原価

２－２ 解析等調査業務費の積算方法 

解析等調査業務費は、次の方式により積算する。 

（１）解析等調査業務費 

解析等調査業務費＝｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝＋（一般管理費等） 

ア 直接人件費 

解析等調査業務に従事する者の人件費とする。なお、名称およびその基準日額は別

途定める。 

イ 直接経費 

直接経費（積上計上分）は、次に示すものとし、必要額を積算するものとする。 

a 旅費交通費 

b 電子成果品作成費 

c 電子計算機使用料及び機械器具損料 

d 特許使用料            等 

上記各項目以外の必要額については、その他原価として計上する。 
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ウ その他原価 

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（１－α） 

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合

であり、３５％とする。 

エ 一般管理費等 

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。 
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第３章 地盤調査標準歩掛等 

第１節 直接調査費 

１－１ ボーリング 

１－１－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分

表１．１．１ボーリングの規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

φ66mm 粘性土・シルト ｍ 

砂・砂質土 〃 

礫混じり土砂 〃 

玉石混じり土砂 〃 

固結シルト・固結粘土 〃 

φ86mm 粘性土・シルト ｍ 

砂・砂質土 〃 

礫混じり土砂 〃 

玉石混じり土砂 〃 

固結シルト・固結粘土 〃 

φ116mm 粘性土・シルト ｍ 

砂・砂質土 〃 

礫混じり土砂 〃 

玉石混じり土砂 〃 

固結シルト・固結粘土 〃 

（２）補正係数の設定

表１．１．２ボーリングの補正係数 

補正の区分 適用基準 記号 補正係数 

せん孔深度 50ｍ以下 Ｋ1 1.00 

50ｍ超80ｍ以下 Ｋ2 1.10 

80ｍ超100ｍ以下 Ｋ3 1.15 

（３）直接調査費の算出

直接調査費＝設計単価×設計数量 

設計価格＝単価×せん孔延長×（Ｋ1～Ｋ3） 

注）せん孔深度の補正係数は、各ボーリングの深度より適用基準に当てはまるものを選び、深度全体 

を補正の対象とする。 
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１－１－２ 適用に当たっての留意事項

１．地盤調査の土質は下表を標準とする。 

表１．１．３ 土質 

土質 土質分類

粘土・シルト
ＭＬ、ＭＨ、ＣＬ、ＣＨ、ＯＬ、ＯＨ、ＯＶ 

、ＶＬ、ＶＨ１、ＶＨ２

砂・砂質土
Ｓ、Ｓ－Ｇ、Ｓ－Ｆ、Ｓ－ＦＧ、ＳＧ、 

ＳＧ－Ｆ、ＳＦ、ＳＦ－Ｇ、ＳＦＧ

礫混り土砂
Ｇ、Ｇ－Ｓ、Ｇ－Ｆ、Ｇ－ＦＳ、ＧＳ、 

ＧＳ－Ｆ、ＧＦ、ＧＦ－Ｓ、ＧＦＳ

玉石混り土砂 ――

固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ――

上表の分類は、地盤材料の工学的分類法（小分類）による。 

２．運搬費、仮設費等は別途計上する。 

３．標準貫入試験及びサンプリング等の延長も掘削延長に含むものとする。 

４．保孔材料、標本箱等は含むものとする。  

５．泥水処理費用等が必要な場合は別途計上する。 

６．採取方法及び採取深度を決定するために先行ボーリングを実施する場合は、別途箇所数を計上

する。 

１－２ サンプリング 

１－２－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．２．１ サンプリングの規格区分及び選定方法 

種 別 ・ 規 格 単位 採取目的 必要な孔径 

固定ピストン式シンウォールサンプ

ラー（シンウォールサンプリング） 

軟弱な粘性土 

（０≦Ｎ値≦４） 
本 

軟弱な粘性土の乱

さない試料の採取 
86mm以上 

ロータリー式二重管サンプラー 

（デニソンサンプリング） 

硬質な粘性土 

（４＜Ｎ値） 
〃 硬質粘性土の採取 116mm以上 

ロータリー式三重管サンプラー 

（トリプルサンプリング） 
砂質土 〃 砂質土の採取 116mm以上 

（２）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 
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（３）適用に当たっての留意事項 

単価は、パラフィンワックス、キャップ、運搬用アイスボックス、ドライアイス等を含むもの

とする。

１－３ サウンディング及び原位置試験 

１－３－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．３．１ サウンディング及び原位置試験の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

標準貫入試験 粘性土・シルト 回 

砂・砂質土 〃 

礫混じり土砂 〃 

玉石混じり土砂 〃 

固結シルト・固結粘土 〃 

孔内載荷試験 

（プレッシャーメータ試験・

ボアホールジャッキ試験） 

普通載荷（2.5MN/㎡以下）ＧＬ-50ｍ以内 〃 

中圧載荷（2.5～10MN/㎡）ＧＬ-50ｍ以内 〃 

高圧載荷（10～20MN/㎡） ＧＬ-50ｍ以内 〃 

（２）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 

１－３－２ 適用に当たっての留意事項 

１．孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験）における普通載荷及び中

圧載荷は、測定器がプレシオメーター、ＬＬＴ及びＫＫＴを標準とする。土研式を使用する場合

は、別途計上する。 

２. サウンディング及び原位置試験に伴う機材、雑品はこれを含むものとする。 

１－４ 地下水調査

１－４－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．４．１ 地下水調査の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

現場透水試験 オーガー法        ＧＬ-10ｍ以内 回 

ケーシング法       ＧＬ-10ｍ以内 〃 

一重管式         ＧＬ-20ｍ以内 〃 

二重管式         ＧＬ-20ｍ以内 〃 

揚水法          ＧＬ-20ｍ以内 〃 
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（２）補正係数の設定 

表１．４．２ 現場透水試験の補正係数 

補正の区分 適用基準 記号 補正係数 

現場透水試験 

ケーシング法 

ＧＬ-10ｍ以内 Ｋ1 1.00 

ＧＬ-20ｍ以内 Ｋ2 1.10 

ＧＬ-30ｍ以内 Ｋ3 1.15 

ＧＬ-40ｍ以内 Ｋ4 1.25 

ＧＬ-50ｍ以内 Ｋ5 1.30 

現場透水試験 

二重管式 

ＧＬ-20ｍ以内 Ｋ6 1.00 

ＧＬ-40ｍ以内 Ｋ7 1.15 

現場透水試験 

揚水法 

ＧＬ-20ｍ以内 Ｋ8 1.00 

ＧＬ-40ｍ以内 Ｋ9 1.15 

（３）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 

設計単価＝単価×（Ｋ1～Ｋ9） 

１－４－２ 適用に当たっての留意事項 

１. 現場透水試験は、資料整理（内業）を含むものとする。 

２. 現場透水試験は、孔内洗浄を含むものとする。 

１－５ 物理探査・検層及び載荷試験

１－５－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．５．１ 物理探査・検層及び載荷試験の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

物理探査・検層 弾性波速度検層（PS検層） ｍ 

常時微動測定 箇所 

密度検層 ｍ 

載荷試験 平板載荷試験 箇所 

（２）直接調査費の算出 

１. 直接調査費は、見積価格等を参考に算出する。 
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１－６ 土質試験（物理試験）

１－６－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．６．１ 物理試験の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

物理試験 土粒子の密度試験 試料

土の含水比試験 〃

土の粒度試験 〃

土の液性限界試験 〃

土の塑性限界試験 〃

土の細粒分含有率試験 〃

土の湿潤密度試験 〃

（２）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 

１－７ 土質試験（変形・強度試験） 

１－７－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．７．１ 変形・強度試験の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

一軸圧縮試験 土の一軸圧縮試験 試料 

一面せん断試験 圧密定体積一面せん断試験 〃 

圧密定圧一面せん断試験 〃 

三軸圧縮試験 非圧密非排水(ＵＵ)三軸圧縮試験 〃 

圧密非排水(ＣＵ)三軸圧縮試験 径35mm 〃 

圧密非排水(ＣＵ)三軸圧縮試験 径50mm 〃 

圧密排水(ＣＤ)三軸圧縮試験 〃 

圧密非排水(ＣＵ
――――

)三軸圧縮試験 径35mm 

（間隙水圧測定を含む） 

〃 

圧密非排水(ＣＵ
――――

)三軸圧縮試験 径50mm 

（間隙水圧測定を含む） 

〃 

繰返し三軸試験 液状化強度特性試験 〃 

動的変形特性試験 〃 

ねじりせん断試験 繰返しねじりせん断試験 〃 

（２）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 
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１－８ 土質試験（圧密試験） 

１－８－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表１．８．１ 圧密試験の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

圧密試験 段階載荷圧密試験 試料 

定ひずみ速度載荷圧密試験 〃 

（２）直接調査費の算出 

直接調査費＝設計単価×設計数量 

１－８－２ 適用に当たっての留意事項 

１. 定ひずみ速度載荷圧密試験の費用は、見積価格等を参考に算出する。 

１－９ 電子成果品作成費 

電子成果品作成費は次の計算式による。 

電子成果品作成費（千円）＝４．７ｘ0.38

ｘ：直接調査費（千円）（電子成果品作成費及び地盤情報データベースに登録するための検定費を除く） 

ただし、上限を２６万円とする。 

（柱）１．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては、直接調査費を千円単位（小数点以下切り

捨て）で代入する。 

       ２．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨

て）ものとする。 

１－１０ 地盤情報データベースに登録するための検定費 

地盤情報データベースに登録するための検定費 

＝（ボーリング１本当たりの検定費用）×（ボーリング本数） 
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第２節 間接調査費

２－１ 運搬費 

（１式当り） 

項目 名称 規格 単位 備考 

資機材運搬 トラック運転経費 ○h/日、2～4t（クレーン付） 日 下記参照 

人員輸送 旅費交通費   第1章 第4節 4-1 

現場内小運搬 現場内小運搬 必要な運搬方法を選択 ｔ 第3章 第2節 2-2 

（１） 運搬費のうち資機材の運搬距離は、片道所要時間１時間程度とする。 

運搬機種は、2tの2.9t吊りクレーン付きトラックによる運搬を標準（ボーリング用資材１編成分）

とするが、これにより難い場合は別途計上する。 

2t車(2.9t吊りクレーン付き)の場合                     （１日当り） 

項目 名称 規格 単位 員数 摘要 

材料費 軽油  Ｌ  ○.○（L/h）×2U（h） 

労務費 特殊運転手  人  1/T(人/h)×2U（h） 

機械経費 トラック損料 2t(クレーン付) 時間 2U 運転時間当り損料 

〃 〃 日 １ 供用日当り損料 

注)１．時間当り燃料消費量○.○は、建設機械等損料算定表の「燃料消費量」によるものとする。 

２．Ｕは、片道所要時間であり１時間程度とする。 

３．運転日当り運転時間（Ｔ）は、建設機械等損料算定表によるものとする。 

(２) 機材及び足場材料等の標準重量について 

ア ボーリング機材（平坦地足場を含む） 

区分 規格 標準重量 

ボーリング ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ3.7kw級 1,300kg 

注）本重量には、ボーリングマシーン、ボーリングポンプ、ボーリング櫓、ロッド、コアチュ

ーブ、ケーシング、セメント、ベントナイト、標本箱、各種工具等を含む。 

イ 仮囲い 

区分 標準重量 

仮囲い 250kg 
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２－２ 現場内小運搬 

現場内小運搬は、ボーリングマシン並びに各種原位置試験用器材をトラック又はライトバン等より降

した地点から、順次調査地点へと移動して、調査終了後にトラック又はライトバンに積み込む地点まで

の運搬費である。（運搬に付随する積み込み、積み降ろしを含む。なお、トラック又はライトバン等に

よる資機材運搬、人員輸送は別途計上する。） 

小運搬の積算にあたっては、下表を参考に現地の条件にあった運搬方法を選ぶものとする。 

表２．２．１ 小運搬方法一覧 

運搬方法 運搬距離 運搬効率 特 長 備 考 

人 肩 短距離に適用 極めて不良 条件を選ばないが、低

能率（最低でも歩道程

度は必要である。） 

原則として、特装車等

が活用できない場合に

適用する。 

（例：幅50cm以下） 

特装車 

(クローラ) 

短～中距離 

に適用 

良 好 道路がなくても可能、

大量輸送が可能。 

―― 

２－２－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分

表２．２．２ 現場内小運搬の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

人肩運搬 ５０ｍ以下  総運搬距離 ｔ 

５０ｍ超１００ｍ以下 〃 〃 

特装車運搬（クローラ） 

（標準） 

１００ｍ以下 総運搬距離 〃 

１００ｍ超３００ｍ以下 〃 〃 

３００ｍ超５００ｍ以下 〃 〃 

５００ｍ超１０００ｍ以下 〃 〃 

（２）間接調査費の算出 

間接調査費＝設計単価×運搬総重量 

２－２－２ 適用に当たっての留意事項 

現場内の各小運搬方法に伴う機材、雑品はこれを含むものとする。 
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２－３ 足場仮設 

２－３－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表２．３．１ 足場仮設の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

平坦地足場 
高さ０．３ｍ以下 箇所 

高さ０．３ｍ超 〃 

（２）補正係数の設定 

表２．３．２ 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 

足場の区分 50ｍ以下 50ｍ超80ｍ以下 
80ｍ超120ｍ 

以下 
120ｍ超 

記号 Ｋ1 Ｋ2 Ｋ3 Ｋ4 

平坦地足場 1.00 1.05 1.10 1.20 

（３）間接調査費の算出 

間接調査費＝設計単価×設計数量 

設計単価＝単価×（Ｋ1～Ｋ4） 

２－３－２ 適用に当たっての留意事項 

単価は、ボーリング櫓設置撤去、機械分解組立を含むものとする。 

２－４ その他間接調査費 

２－４－１ 単価の設定 

（１）単価の規格・仕様区分 

表２．４．１ その他間接調査費の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

準備及び跡片付け  業務 

環境保全 仮囲い 箇所 

調査孔閉塞  〃 

（２）間接調査費の算出 

間接調査費＝設計単価×設計数量 
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２－４－２ 適用に当たっての留意事項 

１. 準備及び跡片付けの単価は、資機材の準備・保管、ボーリング地点の整地・跡片付け、占用許

可及び申請手続き、位置出し測量等を含むものとする。 

２. 環境保全（仮囲い）は、道路や住宅の近くでボーリングを行う場合等で、安全上、環境保全

上、囲いが必要な場合とする。 

３. 環境保全（仮囲い）の単価は、交通誘導員の費用を含まないものとする。 

４. 調査孔閉塞は、調査孔を閉塞する必要がある場合とする。 

２－５ 施工管理費 

施工管理費は次の計算式による。 

施工管理費＝直接調査費※×０．００７ 

      ※地盤情報データベースに登録するための検定費を除く。 
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第３節 解析等調査業務費

３－１ 解析等調査業務 

３－１－１ 適用範囲 

ボーリングの解析等調査業務を含めた業務に適用する。

（１）単価が適用できる範囲 

ア 解析等調査業務のうち、既存資料の収集・現地調査、資料整理とりまとめ、断面図等の作成、総

合解析とりまとめ、打合せとする。 

イ 直接人件費の内、解析等調査業務費として計上する部分は、「解析等調査業務積算基準」におけ

るその他原価の対象とし、それ以外の部分は直接調査費に計上する。 

ウ 名古屋市住宅都市局が定める「電子納品に関する運用基準［建築・建築設備編］」に基づいて作

成する費用について適用する。 

（２）適用に当たっての留意事項 

ア ボーリングのせん孔長は考慮しないものとする。 

３－１－２ 単価の設定 

（１） 単価の構成と範囲 

ア 既存資料の収集・現地調査 

(ｱ) 業務の範囲 

a 関係文献等の収集と検討 

b 調査地周辺の現地踏査 

(ｲ) 単価は、コピー代等を含む。 

イ 資料整理とりまとめ 

(ｱ) 業務の範囲 

a 各種計測結果の評価および考察（異常データのチェック含む）。 

b 試料の観察。 

c ボーリング柱状図の作成。 

(ｲ) 単価は、ボーリング柱状図、コピー代を含む。 

(ｳ) 本単価は内業単価である。 

ウ 断面図等の作成 

(ｱ) 業務の範囲 

a 地層および土性の判定。 

b 土質又は地盤断面図の作成（着色を含む）。 

(ｲ) 単価は、用紙類等を含む。 

(ｳ) 本単価は内業単価である。 
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エ 総合解析とりまとめ 

(ｱ) 業務の範囲 

a 調査地周辺の地形・地盤の検討 

b 地盤調査結果に基づく土質定数の設定 

c 地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定 

d 地盤の透水性の検討(現場透水試験や粒度試験等が実施されている場合） 

e 調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものではなく、基礎形式の適用に関

する一般的な比較検討） 

f 設計・施工上の留意点の検討（特に盛土や切土を行う場合） 

g 報告書の作成 

ただし、次のような業務は含まない。 

(a) 杭の支持力計算、圧密沈下（沈下量及び沈下時間）計算、応力分布及び地すべり計算等の

具体的な計算業務。 

(b) 高度な土質･地質定数の計算と検討、軟弱地盤に対する対策工法の検討、安定解析、液状

化解析、特定の基礎工法や構造物に関する総合的検討。 

(C) 地質図の作成（別途、地質、地表踏査が必要なもの） 

(ｲ) 試験種目数別の補正 

現地で行われる調査、室内試験等を含む調査の種目数は、０～３種を標準とし、これを超える

場合には、補正する。 

なお、試験種目は、サンプリング、標準貫入試験、孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・

ボアホールジャッキ試験）、現場透水試験、間隙水圧試験、物理的性質試験、化学的性質試験、

力学的性質試験、現場単位体積重量試験、平板載荷試験等の区分とする。 

(ｳ) 単価は、コピー代等を含む。 

（２）単価の規格・仕様区分 

表３．１．１ 解析等調査業務の規格区分 

種 別 ・ 規 格 単位 

既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 

資料整理とりまとめ   〃  （解析等調査業務費分） 〃 

 〃   〃  （直接調査費分） 〃 

断面図等の作成   〃  （解析等調査業務費分） 〃 

 〃   〃  （直接調査費分） 〃 

総合解析とりまとめ   〃  （解析等調査業務費分） 〃 

打合せ   〃  （解析等調査業務費分） ― 
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（３）補正係数の設定 

ア 解析等調査業務 

表３．１．２ 解析等調査業務の補正係数 

ボーリング 補正係数（計算式） 

既存資料の収集・現地調査 
直接人件費 

（解析等調査業務費分） 
Y＝0.035X + 0.79 

資料整理とりまとめ 
直接人件費 

（解析等調査業務費分） 
Y＝0.040X + 0.76 

    〃 
直接人件費 

（直接調査費分） 
Y＝0.040X + 0.76 

断面図等の作成 
直接人件費 

（解析等調査業務費分） 
Y＝0.040X + 0.76 

   〃 
直接人件費 

（直接調査費分） 
Y＝0.040X + 0.76 

総合解析とりまとめ 
直接人件費 

（解析等調査業務費分） 
Y＝0.020X + 0.88 

Y：補正係数 X：ボーリング本数 

イ 試験種目数別の補正係数（総合解析とりまとめ） 

表３．１．３ 試験種目数別の補正係数 

試 験 種 目 数 ０～３種 ４～５種 ６～９種 

補 正 係 数 1.00 1.20 1.30 

（４）直接人件費の算出及び直接調査費の算出 

直接人件費＝設計単価 

設計単価＝標準の単価×補正係数 

ただし、資料整理とりまとめ等の直接調査費については次のとおり。 

直接調査費＝設計単価 

設計単価＝標準の単価×補正係数 
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３－２ 打合せ等 

中間打合せの回数は３回を標準とし、必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する

場合は、１回当たり、中間打合せ１回の人員を増減する。 

（１業務当たり） 

区分 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 備 考 

打合せ 

業務着手時 ０．５ ０．５   （対面） 

中間打合せ ０．５  ０．５  １回当たり（対面） 

成果物納入時 ０．５ ０．５   （対面） 

関係機関協議資料作成   ０．２５ ０．２５ １機関当たり 

関係機関打合せ協議  ０．５ ０．５  １機関当たり（対面） 

備考 １．打合せ、関係機関打合せ協議には、打合せ議事録の作成時間及び移動時間（片道所要時間１時間

程度以内）を含むものとする。 

２．打合せ、関係機関打合せ協議には、電話、電子メールによる確認等に要した作業時間を含むもの

とする。 

３．関係機関打合せ協議の回数は、１機関当たり１回程度とする。なお、設計委託に包含して発注す

る場合は、関係機関打合せ協議を計上しない。 


